
平
成
二
十
三
年
十
二
月
七
日
提
出

質

問

第

一

〇

二

号

生
活
保
護
制
度
に
お
け
る
外
国
人
の
取
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

佐

藤

ゆ

う

こ
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生
活
保
護
制
度
に
お
け
る
外
国
人
の
取
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書

生
活
保
護
法
は
本
来
、
日
本
国
民
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
保
護
人
員
の
中
に
は
多
く
の
外
国
人

が
含
ま
れ
る
。
そ
こ
で
、
生
活
保
護
制
度
に
お
け
る
外
国
人
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
質
問
す
る
。

一

外
国
人
被
保
護
世
帯
及
び
被
保
護
人
員
に
つ
い
て
、
国
籍
別
、
在
留
資
格
別
の
直
近
の
数
値
を
示
さ
れ
た
い
。

二

外
国
人
被
保
護
世
帯
の
保
護
に
か
か
る
総
費
用
並
び
に
国
及
び
地
方
そ
れ
ぞ
れ
の
負
担
額
に
つ
い
て
、
直
近
の
実
績
値
及

び
平
成
二
十
四
年
度
概
算
要
求
に
お
け
る
金
額
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
平
成
二
十
四
年
度
概
算
要
求
に
お
け
る
積
算
根
拠

も
示
さ
れ
た
い
。

三

外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
は
、
「
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
の
措
置
に
つ
い
て
」
（
昭
和
二
十
九

年
五
月
八
日
、
社
発
第
三
八
二
号
、
厚
生
省
社
会
局
長
通
知
）
に
示
さ
れ
た
考
え
方
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
と
承
知

し
て
い
る
。
第
一
七
一
回
国
会
に
お
け
る
「
参
議
院
議
員
加
賀
谷
健
君
提
出
外
国
人
の
生
活
保
護
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書
」
（
答
弁
書
第
一
九
八
号
）
に
お
い
て
、
政
府
は
、
こ
の
通
知
は
現
在
も
有
効
と
答
弁
し
て
い
る
。
こ
の
通
知
の
有

効
性
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
法
的
な
位
置
付
け
を
示
さ
れ
た
い
。

四

外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
は
、
実
施
機
関
で
あ
る
地
方
自
治
体
の
自
治
事
務
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い

一



る
。
三
の
通
知
が
有
効
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
通
知
に
従
う
必
要
は
あ
る
の
か
。
実
施
機
関
の
判
断
に
よ
っ
て
、
外
国
人

に
対
す
る
生
活
保
護
の
準
用
を
行
わ
な
い
こ
と
は
可
能
か
。

右
質
問
す
る
。

二


